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１ 計画作成過程 

年月日 内容 

平成29年 12月 20日（水） 第 1回苫小牧市地域福祉計画推進委員会 

平成 30 年 9 月 25 日（火） 第 2回苫小牧市地域福祉計画推進委員会 

平成 31 年 2 月 18 日（月） 第 3回苫小牧市地域福祉計画推進委員会 

令和元年 6月 12 日（水） 第 4回苫小牧市地域福祉計画推進委員会 

令和元年 6月 12 日（水） 〇基調講演「今後の地域福祉のあり方～全国の先進地域

から学ぶ～」 

北星学園大学 社会福祉学部 

福祉計画学科 教授 岡田 直人氏 

令和元年 7月１日（月） 

から 

令和元年 7月 31 日（水） 

まで 

市民意識調査 

令和元年８月 27 日（火） 第 1回苫小牧市成年後見支援センター運営協議会 

令和元年 9月 20 日（金） 苫小牧市の共生社会を考える地域福祉セミナー 

〇基調講演「地域共生社会について～他分野との連携～」 

社会福祉法人ゆうゆう 理事長 大原 裕介氏 

〇グループワーク「地域住民が主体のまちづくり」 
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年月日 内容 

令和元年 10 月 31 日（木） 第 5回苫小牧市地域福祉計画推進委員会 

令和元年 11 月 21 日(木) 第 2 回苫小牧市成年後見支援センター運営協議会 

令和元年 11 月 30 日(土) 苫小牧市の共生社会を考えるシンポジウム 

〇基調講演「治さない医者～非援助の援助～」 

医療法人薪水浦河ひがし町診療所  

院長 川村 敏明 氏 

〇シンポジウム 

～いま「社会的孤立」にヨコグシを～ 

コーディネーター    

一般社団法人釧路社会的企業創造協議会  

副代表 櫛部 武俊 氏 

シンポジスト 

髙田法律事務所  弁護士 髙田 耕平 氏 

苫小牧地域生活支援センター  

センター長 園田 亜矢 氏 

山手地域包括支援センター  

社会福祉士 加藤 侑大 氏 

令和元年 12 月 18 日(水)

から 

令和2年1月26日(日)ま

で 

地域懇談会（8か所） 

桜坂ふれあいサロン（しらかば）/苫社協ふれあいサロ

ン/サロンふれあいひろば（東）/おしゃべりサロン（明

野）/ふれ愛サロンほっとタイム（西）/ふれあいみやま

（山手）/ふれあいサロン（中央）/ふれあいサロン青葉

（南） 

令和２年 1月 30 日（木） 第 3回苫小牧市成年後見支援センター運営協議会 

令和２年 4月 24 日（金） 第 6回苫小牧市地域福祉計画推進委員会 計画骨子の検討 

令和 2 年 7月 27 日(月) 第 4 回苫小牧市成年後見支援センター運営協議会 

令和２年 8月 6日（木） 第 1回苫小牧市地域福祉計画庁内推進会議 取組方針の説明 

令和 2 年 11 月 12 日（木） 第 5回苫小牧市成年後見支援センター運営協議会 権利擁護について 

令和２年 11 月 16 日(月) 第 7 回苫小牧市地域福祉計画推進委員会 計画素案の検討 

令和３年 2月 19 日（金） 第 8回苫小牧市地域福祉計画推進委員会 

第 6回苫小牧市成年後見支援センター運営協議会 

パブリックコメント報

告 

令和３年 7月 14 日（水） 第７回苫小牧市成年後見支援センター運営協議会 権利擁護について 
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年月日 内容 

令和４年 2月 14 日（月） 第１回苫小牧市成年後見支援センター運営協議会 成年後見支援センター

広域設置について 

令和４年 7月 21 日（金） 第２回とまこまい成年後見支援センター運営協議会 権利擁護について 

令和４年 11 月 18 日（金） 第 1回苫小牧市地域福祉計画推進委員会 計画の進捗状況 

令和 5 年 2月 10 日（金） 第３回とまこまい成年後見支援センター運営協議会 権利擁護について 

令和 5 年３月 23 日（木） 第２回苫小牧市地域福祉計画推進委員会 計画の中間見直しにつ

いて 

令和 5 年 3月 23 日（木） 〇基調講演「市民主導の地域共生社会を目指して」 

北海道医療大学  

名誉教授および特任教授 向谷地 生良 氏 

令和 5 年 7月 27 日（木） 第４回とまこまい成年後見支援センター運営協議会 成年後見制度利用促進

基本計画の中間見直し

について 

令和 5 年 8月 29 日（火） 第３回苫小牧市地域福祉計画推進委員会 計画の中間見直しにつ

いて 

令和 5 年 11 月 28 日（火） 第４回苫小牧市地域福祉計画推進委員会 中間見直しの概略につ

いて 

令和 5 年 12 月 13 日（水） 住民説明会 

令和 6 年 2月 13 日（火）

通知 

第５回苫小牧市地域福祉計画推進委員へ文書報告 パブリックコメント結

果について 

令和 6 年 2月 29 日（木） 第１回とまこまい成年後見支援センター運営協議会 パブリックコメント結

果について 
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２ 苫小牧市地域福祉計画推進委員会設置要綱  

（趣旨） 

第１条 苫小牧市は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０７条に規定する市町村 

地域福祉計画として策定した苫小牧市地域福祉計画（以下｢地域福祉計画｣という。）を推進 

するにあたり、広く市民から意見を求めるため、苫小牧市地域福祉計画推進委員会（以下 

｢推進委員会｣という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。  

(1) 地域福祉計画の進捗状況の評価及び施策の推進に関する事項 

(2) 地域福祉計画の見直しに関する事項 

(3) その他地域福祉計画の推進に必要な事項 

（構成） 

第３条 推進委員会は、委員２０名以内をもって構成する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 学職経験者 

(2) 福祉関係団体、その他市民団体等の代表者の推薦を受けた者 

(3) 苫小牧市社会福祉協議会の代表者の推薦を受けた者 

(4) 公募により選考された者 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年以内とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 推進委員会に委員長１名及び副委員長を１名置く。 

２ 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員長が指名する。 

３ 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。 

（会議） 

第６条 推進委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 推進委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことが 

できる。 
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（事務局） 

第７条 推進委員会の事務局は、福祉部総合福祉課に置く。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定 

める。 

附 則 

この要綱は、平成２４年７月１日から施行する。 

この要綱は、平成２４年９月１日から施行する。 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
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３ 苫小牧市地域福祉計画推進委員会委員名簿 

委嘱期間：令和 4年 11月 18 日～令和 6年 3月 31 日  令和５年 11月 28 日時点

No 氏  名 団体名等 

1 山口 進 苫小牧地域精神障害者支援事業協議会 

2 江尾 清 苫小牧身体障がい者福祉連合会 

3 郡司 靖治 苫小牧市社会福祉施設連絡協議会 

4 松本 和久 苫小牧市地域包括支援センター連絡協議会 

5 八嶋 麻紀 苫小牧市法人保育園協議会 

6 伴辺 久子 苫小牧市ボランティア連絡協議会 

7 松島 茂夫 苫小牧市民生委員児童委員協議会 

8 岡田 秀樹 札幌弁護士会 

9 上林 義幸 札幌司法書士会 

10 山﨑 肇 北海道行政書士会 苫小牧支部 

11 中野 満信 苫小牧市町内会連合会 

12 井上 啓一 苫小牧市老人クラブ連合会 

13 伊藤 康博 社会福祉法人 苫小牧市社会福祉協議会 

14 奥村 訓代 北洋大学 

15 田中 憲一 公募 

16 川田 幸香 公募 

 （敬称略） 
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４ 苫小牧市地域福祉計画庁内推進会議設置要綱 

（設置） 

第１条 本市における地域福祉計画の推進に際し、庁内に苫小牧市地域福祉計画庁内推進会 

議（以下｢庁内推進会議｣という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 庁内推進会議の所掌事務は、次に掲げるとおりにする。 

(1) 地域福祉計画の進捗状況把握及び点検並びに施策の推進に関する事項 

(2) 地域福祉計画の見直しに関する事項 

(3) その他地域福祉計画の推進に必要な事項 

（組織） 

第３条 庁内推進会議は、議長、副議長、委員をもって組織する。 

２ 議長は福祉部長を、副議長は福祉部次長をもって充てる。 

３ 委員は、別紙 1 に掲げる職にある者をもって充てる。 

４ 前項の委員のほか、必要に応じて関係課長を委員とすることができる。 

（会議） 

第４条 庁内推進会議は、議長が必要に応じて招集する。 

２ 議長は、必要があると認めるときには、委員以外の者の出席を求め、意見等を聴取する 

ことができる。 

（庶務） 

第５条 庁内推進会議の庶務は、福祉部総合福祉課において処理する。 

（雑則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、庁内推進会議の運営に関し必要な事項は、議長が定 

める。 

附 則 

この要綱は、平成２４年７月１日から施行する。 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
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別紙１ 

No 部 署 課 名 役 職 

１ 

総合政策部 

協働・男女平等参画室 室 長 

2 未来創造戦略室 主 幹

3 空港政策課 課 長 

4 
市民生活部 

危機管理室 主 幹 

5 市民生活課 課 長 

6 

福祉部 

総合福祉課 課 長 

7 障がい福祉課 課 長 

8 発達支援課 課 長 

9 介護福祉課 課 長 

10 生活支援室 室 長 

11 

健康こども部 

こども育成課 課 長 

12 こども支援課 課 長 

13 こども相談課 課 長

14 青少年課 課 長 

15 健康支援課 課 長 

16 
産業経済部 

工業・雇用振興課 課 長 

17 農業水産振興課 課 長 

18 

都市建設部 

道路建設課 課 長 

19 緑地公園課 課 長 

20 住宅課 課 長 

21 建築指導課 課 長 

22 
教育部 

生涯学習課 課 長 

23 指導室 室 長 

24 社会福祉協議会 社会福祉協議会 課 長 
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５ とまこまい成年後見支援センター運営協議会設置要綱 

（設置） 

第１条 とまこまい成年後見支援センター（以下「センター」という。）の適切な運営、その他

センターの円滑な運営を図るため、とまこまい成年後見支援センター運営協議会（以下「運

営協議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 運営協議会は、次に掲げる事項を審議する。 

（１）センターが実施する事業の監督に関する事項 

（２）センターが実施する事業の適正化及び企画調整に関する事項 

（３）権利擁護に係る計画及び事業等に関する事項 

（４）その他センターの運営に関する事項 

（委員） 

第３条 運営協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１）成年後見制度に関し専門的知識を有する者 

（２）関係団体の代表者 

（３）その他市長が適当と認める者 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第４条 運営協議会に会長及び副会長を１人置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

（会議） 

第５条 運営協議会は会長が招集し、その議長となる。 

２ 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

（意見の聴取等） 

第６条 運営協議会は、その審議事項について必要があると認めるときは、委員以外の者に出

席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 
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（庶務） 

第７条 運営協議会の庶務は、福祉部総合福祉課で処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協

議会に諮って定める。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和元年８月２７日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。
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６ とまこまい成年後見支援センター運営協議会委員名簿 

令和 5年 8月 27 日時点

No 区  分 団体名等 氏  名 

1 

法律専門家 

札幌弁護士会 岡田 秀樹 

2 札幌司法書士会 川村 卓司 

3 北海道行政書士会 苫小牧支部 山﨑 肇 

4 

地域福祉関係者 

苫小牧市地域包括支援センター連絡協

議会 
浅野 豊 

5 北海道精神保健福祉士協会 鈴木 浩子 

6 北海道社会福祉士会日胆地区支部 曽我 真由美 

7 北海道医療ソーシャルワーカー協会 島脇 崇泰 

8 オブザーバー 札幌家庭裁判所苫小牧支部 石丸 勝也 

 （敬称略） 
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７ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ エス・ディー・ジーズ） 

 持続可能な開発目標（SDGs）は、2001 年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継

として、2015 年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェン

タ」にて記載された 2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。本計画で

は、SDGs のゴール（目標）達成のために、各施策に紐づけを実施しました。 
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